
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
特
定
取
引
か
ら
除
か
れ
る
取
引
等
）

（
特
定
取
引
か
ら
除
か
れ
る
取
引
等
）

第
十
六
条
の
八

令
第
六
条
の
八
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
総
務
省
令
、
財
務

第
十
六
条
の
八

同

上

省
令
で
定
め
る
取
引
は
、
次
に
掲
げ
る
取
引
と
す
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

令
第
六
条
の
八
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関

四

令
第
六
条
の
八
第
一
号
チ
に
掲
げ
る
取
引
の
う
ち
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関

す
る
法
律
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
本
文
（
同
法
第
百
二
十
一
条
及
び
第
二
百
七
十

す
る
法
律
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
本
文
（
同
法
第
百
二
十
一
条
及
び
第
二
百
七
十

六
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

六
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
二
十
七
条
の
六
第
三
項
本
文
、
第
百
三
十
一
条
第
三
項
本
文
（
同
法
第
二
百
二

第
百
二
十
七
条
の
六
第
三
項
本
文
、
第
百
三
十
一
条
第
三
項
本
文
（
同
法
第
二
百
二

十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
、
第
二
百

十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
五
条
第
一
項
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二

四
十
七
条
の
二
の
三
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る

百
七
十
六
条
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
六
十
七
条
第
三
項
本
文
（
同
法

。
）
、
第
百
六
十
七
条
第
三
項
本
文
（
同
法
第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第

第
二
百
四
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
六
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限

二
百
七
十
六
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
九
十
六
条
第
三
項
本
文
（

む
。
）
及
び
第
百
九
十
六
条
第
三
項
本
文
（
同
法
第
二
百
七
十
六
条
（
第
四
号
に
係

同
法
第
二
百
七
十
六
条
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場

る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
申
出
に
よ

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
申
出
に
よ
る
口
座
の
開
設
に
係
る
も
の

る
口
座
の
開
設
に
係
る
も
の

五
～
七

省

略

五
～
七

同

上

２

省

略

２

同

上

（
相
手
国
等
か
ら
の
個
人
番
号
の
受
領
）

（
相
手
国
等
か
ら
の
個
人
番
号
の
受
領
）

第
十
六
条
の
十
五

省

略

第
十
六
条
の
十
五

同

上

２

前
項
の
受
領
は
、
国
税
庁
長
官
が
、
同
項
の
相
手
国
等
税
務
当
局
か
ら
行
政
手
続
に

２

前
項
の
受
領
は
、
国
税
庁
長
官
が
、
同
項
の
相
手
国
等
税
務
当
局
か
ら
行
政
手
続
に

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
の
十
七

お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の

の
項
又
は
三
十
八
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
情
報
を
受
領
す

十
七
の
項
又
は
三
十
八
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
し
必
要
な
情
報
を
受

る
旨
の
合
意
を
し
た
後
に
、
当
該
合
意
に
よ
り
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

領
す
る
旨
の
合
意
を
し
た
後
に
、
当
該
合
意
に
よ
り
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の

る
。

と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
社
債
、
株

1



式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
の
十
五
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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